
火の使用制限区域

「火の使用制限」に違反すると
○林野火災注意報

⇒罰則の伴わない注意喚起
○林野火災警報

⇒３０万円以下の罰金または
拘留

林野火災注意報・警報が発令された場合は、
当事務組合のホームページやＳＮＳ、消防
車両等での巡回、構成市町のＳＮＳ等に
より周知、広報します。

【お問い合わせ先】

五所川原地区消防事務組合
消防本部 予防課 0173-35-2020
五所川原消防署 0173-35-2019
北部中央消防署 0173-57-2370
鶴田消防署 0173-22-2131

「火の使用制限」境界線図

事務組合管内の火の使用制限の対象区域

①地域全体を発令の対象に指定する地域
五所川原市（市浦地区）、 中泊町（中里地区のうち大字今泉、小泊地区）

②地区の一部を発令の対象に指定する地域
五所川原市（五所川原地区、金木地区）、鶴田町、中泊町（中里地区のうち大字今泉を除く）

前記②の地域についての詳細は次のとおり。

㋐鳥谷川の東側を対象地域として指定する区間
（北側の起点）鳥谷川河口 ～ 新河合流地点

※  新河合流地点から下流に位置する鳥谷川の東側
㋑新河の東側を対象地域として指定する区間

（北側の起点）中泊町地内 鳥谷川合流地点 ～
（南側の終点）中泊町地内 宮川大橋

㋒こめ・米・ロードを基準とする地域（東側を対象地域として指定）
（北側の起点）中泊町大字福浦・宮川地内 宮川大橋 ～ 中泊町大字豊島地内 ～

五所川原市金木町藤枝 ～ （南側の終点）五所川原市大字中泉
㋓鶴田町大字妙堂崎地内及び大字廻堰のうち県道１５３号線（山田鶴田線）の西側

林野火災注意報・警報の発令の対象期間
① 1～5月 ② 10月～12月

◎火災とまぎらわしい煙等を発するおそれ
のある行為等の届出について

たき火等を行う場合も上記発令対象期間や
火の使用制限区域に関係なく、通年で消防
署に届出が必要です。
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